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上越市教育委員会規則第１号 

上越市教育委員会組織規則の一部を改正する規則 

上越市教育委員会組織規則（昭和４６年上越市教育委員会規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５条第１項の表中 

改める。 

第６条第１項の表教育総務課の部及び学校教育課の部を次のように改める。 

教育総務

課 

 庶務係 １ 公告式及び公示に関すること。 

２ 教育委員会の規則及び規程の制定改廃に関す

ること。 

３ 公印の管理に関すること。 

４ 渉外に関すること。 

５ 儀式及び表彰に関すること。 

６ 文書の収受及び発送その他文書に関するこ

と。 

７ 職員（市費負担職員をいう。以下同じ。）の

定数、任免、給与、研修その他の人事に関する

こと。 

８ 職員の福利厚生に関すること。 

９ 職員団体に関すること。 

１０ 教育委員会の所掌に係る予算の編成に関す

ること。 

１１ 教育委員会の所掌に係る予算の配分、執行

の調査及び調整に関すること。 
    

「     

を 

 教育総務課  庶務係 企画係 施設係 学校給食係  

  地域クラブ活動推進室 地域クラブ活動推進係  

 学校教育課  学事・庶務係 学童保育係 指導係  

    」 

「     

に 

 教育総務課  庶務係 企画係 施設係 学校給食係  

 学校教育課  学務管理係 就学支援係 学童保育係 指  

  導係 

  地域クラブ活動推進室 地域クラブ活動推進係  

    」 



   １２ 教育委員会の所掌に係る決算の調製に関す

ること。 

１３ 教育費調査に関すること。 

１４ 私学助成に関すること。 

１５ 子ども・子育て支援制度（学校教育課が所

掌する事務を除く。）に関すること。 

１６ 所管する施設に関すること。 

１７ 教職員住宅に関すること。 

１８ 課に属する車両の運行管理に関すること。 

１９ 分室との総合調整に関すること。 

２０ 課の所掌する事務に係る分室との調整に関

すること。 

２１ 他の課の所掌事務に属さないこと。 

２２ 課の庶務に関すること。 

  企画係 １ 教育委員会の会議に関すること。 

２ 陳情及び請願に関すること。 

３ 教育委員会広報に関すること。 

４ 教育行政に係る相談に関すること。 

５ 教育委員会の施策の進捗管理並びに執行状況

の点検及び評価並びにその結果の公表に関する

こと。 

６ 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な

施策の大綱に関すること。 

７ 総合教育会議に関すること。 

８ 学校の適正配置に関すること。 

９ 学校の設置及び廃止に関すること。 

１０ 上越学生寮奨学金の貸付け及び返還に関す

ること。 

１１ 所管する施設に関すること。 

１２ 水族博物館に関すること。 

  施設係 １ 教育財産の管理に関すること。 

２ 学校施設の建設計画及び整備計画に関するこ

と。 

３ 学校施設の管理及び営繕に関すること。 

４ 学校敷地の設定及び変更に関すること。 

５ 公立学校施設台帳の整備及び保管に関するこ

と。 

６ 学校施設の目的外使用に関すること。 

７ 教育施設の営繕関係の調整等に関すること。 

８ 教育費に係る国県補助事業に関すること。 

  学校給食

係 

１ 学校給食の計画及び管理運営に関すること。 

２ 学校給食の指導及び衛生管理に関すること。 

３ 学校給食運営委員会に関すること。 

学校教育

課 
 学務管理

係 

１ 就学事務に関すること。 

２ 学級編制に関すること。 

３ 教科書の給付に関すること。 

４ 教材、教具及び備品の整備に関すること。 

５ 学校等に係る会計年度任用職員の任用及び配

置に関すること。 



   ６ 学校配置コンピュータ及び教育機器に関する

こと。 

７ 課の所掌する事務に係る分室との調整に関す

ること。 

８ 課の庶務に関すること。 

 就学支援

係 

１ 学校運営協議会の予算の管理に関すること。 

２ 就学援助に関すること。 

３ 教職員の叙位、叙勲、褒章、教育功労者その

他の表彰に関すること。 

４ 奨学金の貸付け及び返還並びに奨学金貸付審

査委員会に関すること。 

５ 学校衛生環境の整備に関すること。 

６ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する

こと。 

７ 幼児、児童、生徒及び教職員の保健管理に関

すること。 

８ 結核対策委員会に関すること。 

９ 日本スポーツ振興センターに関すること。 

１０ スクールバスの管理及び運行並びに通学支

援に関すること。 

１１ 子ども・子育て支援制度（市立幼稚園に関

する事項に限る。）に関すること。 

 学童保育

係 

１ 放課後児童健全育成事業に関すること。 

２ 子ども・子育て支援制度（放課後児童クラブ

に関する事項に限る。）に関すること。 

 指導係 １ 幼稚園及び小・中学校の教育課程に関するこ

と。 

２ 教職員の定数、任免、服務その他人事に関す

ること。 

３ 教職員の福利厚生に関すること。 

４ 教職員の給与事務に関すること。 

５ 教職員の免許及び検定の取扱いに関するこ

と。 

６ 校長の事務引継ぎに関すること。 

７ 教職員の団体に関すること。 

８ 学校の管理運営に関すること。 

９ 各教科の学習指導に関すること。 

１０ 総合的な学習、道徳及び特別活動の指導に

関すること。 

１１ 平和学習に関すること。 

１２ 生活指導に関すること。 

１３ いじめの防止等に関すること。 

１４ 学校同和教育その他の学校における人権教

育に関すること。 

１５ 安全教育に関すること。 

１６ 課外活動に関すること。 

１７ 情報教育及び教育ネットワークに関するこ

と。 

１８ 特別支援教育に関すること。 



   １９ 健康教育に関すること。 

２０ 教科書の採択に関すること。 

２１ 準教科書及び副読本に関すること。 

２２ 学校図書館教育に関すること。 

２３ 教材及び教具の活用に関すること。 

２４ 修学旅行及び校外学習に関すること。 

２５ 教職員の研修に関すること。 

２６ 学校運営協議会の指導に関すること。 

２７ 教育センターとの連絡調整に関すること。 

２８ その他学校教育の指導助言に関すること。 

２９ 指定統計その他統計に関すること。 

３０ 学びの多様化学校に関すること。 

 地域クラ

ブ活動推

進室 

地域クラ

ブ活動推

進係 

１ 中学校における部活動改革並びに地域におけ

る子どもたちのスポーツ及び文化芸術活動の環

境整備の推進に関すること。 

２ 関係課との総合調整に関すること。 

３ 室の所掌する事務に係る分室との調整に関す

ること。 

第１１条第５号中「青少年健全育成関係機関連絡協議会」を「青少年健全育成関係機関連

絡会議」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


